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給水装置工事の施工について

1.給水装置工事の流れ

2.工事申請の注意点

3.施工中の留意点

4.竣工検査について
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はじめに ～指定工事事業者の皆様へお願い～

・無断工事は絶対禁止

・家屋解体は撤去工事、建替えは改造工事で申請

・複数のお宅に影響する断水を行う場合は市に報告

・年末や年度末工期の工事は計画的に
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1.給水装置工事の流れ
(お客様センター)

※変更が生じないように十分検討してください。
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2.工事申請の注意点

（１）申請書類と確認事項

（２）申請手数料

（３）新設工事の注意点

（４）改造工事の注意点

（５）撤去工事の注意点
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（１）申請書類と確認事項

事前協議がある場合

・給水装置工事の相談は、施行基準の原

則的な話をしますが、詳しくは指定工事

店に照会するよう指導しています。

指定工事店は、お客様の相談に応じて

責任をもって申請の準備をしてください。

申請書類

・給水装置工事申込書（正・副）

・給水装置工事設計審査申請書

・給水装置工事承認証

・使用材料表

・位置図及び平面図

確認事項

・申請年月日の記入

・分岐口径等の記入（事前確認）

・所有者と申請者が同一人物か

異なる場合→所有者変更の届出

・水理計算書（受水槽計算書）

・申請図面には管種や口径を記入

・図面の縮尺は原則1/100

・図面の上方を北とし、方位表示する

・現地確認は必ず行うこと
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（２）申請手数料

新設で分岐口径30㎜以上の場合・・・10,000円

分岐口径25㎜以下の場合・・・ 5,000円

改造で分岐口径を変更する場合・・・ 5,000円

分岐口径の変更がない場合・・ 3,000円

撤去 ・・・ 0円

６



（３）新設工事の注意点

新設工事

・配水管の分岐工事から第一止水栓までの工事は、予定栓の新設工事

・既設予定栓に接続する給水装置工事

（注１）止水栓までの工事と、宅内の給水装置工事の業者が異なる場合、予定栓

工事の竣工検査が完了してから、宅内の給水装置工事を受付しますので、注意し

てください。

※上記の例で、工事用としてすぐに水道を使用したい時は、予定栓工事ではなく、給水栓を
含めた給水装置工事の申請を行い、その後に、改造工事で宅内の給水装置工事の申請をする

方法もあります。

（注２）撤去栓へ接続する新設工事で水が出ない場合は、施主の負担
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（４）改造工事の注意点

改造工事

・簡易水洗トイレから水洗トイレへ改修する際には、給水装置の改造工事

申請が必要となります。申請漏れのないようにお願いします。

・受水槽交換のみの工事の場合も、給水装置の一次側の改造が伴いますので、改造

工事申請が必要となります。

(簡易専用水道施設設置届出・小規模貯水槽届出の変更も必要)
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（５）撤去工事の注意点（１）

給水管の範囲（給水装置）は、

水道本管取出部から蛇口まで

・建物を解体する場合

給水装置も同時に解体されますので、事前に給
水装置の申請が必要です。

◎更地にして、水を使わない場合

⇒撤去申請

◎新築する場合や、一部水栓が残る場合

⇒改造申請

※メーター器だけが残ることはあり得ない

・無届けで建物解体を行い、給水装置を破損させる

事故が発生しております。

・無届工事は条例違反となり罰則を科される

だけでなく、事故により周辺に断水や赤水が

発生した場合は、復旧費用を全額負担してい

ただく場合があります。

９



（５）撤去工事の注意点（２）

撤去工事

・共有管から枝分かれしている給水管の止水栓およびメーター器の撤去

は、改造工事ではなく撤去工事となります。
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３．施工中の留意点

・工事承認後、工事着手前に「着工届」を提出してください。

・分岐工事は、原則として、火・水・木曜日にお願いします。

（月曜日・金曜日は、万が一の事故対応が難しいため）

・立会を必要とする分岐工事は、以下のとおりです。

①分岐口径がΦ30㎜以上の場合

②市内での分岐工事の実績が少ない工事事業者の場合

③送水管、高圧管等が輻輳していたり、配水管が複雑に交差しているなど、

市が立会を必要と判断する場合
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４．竣工検査について

（１）提出書類

（２）工事写真

（３）給水装置の誤接続対策

（４）現地での検査事項
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（１）提出書類

・竣工検査願

・竣工検査申請書

・竣工図

・竣工検査表

・工事写真集

・使用材料一覧表

・公道内使用材料表（本管取出しを含む工事）

・（本メーターの開始届や小規模貯水槽設置概要書等）

竣工時に承認図と異なる給水装置工事は認められない

・管種、口径の表示

・図面の縮尺は原則1/100

・図面上方を北に方位表示

・止水栓オフセット表示 他

※施行基準P89～P93

6.3図面作成基準（２）竣工図面
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(２)-1 工事写真(新設工事の予定栓以降)

②給水管布設状況

①水抜栓設置状況

※竣工図と比較して、

どの水抜栓か分かるよう、表示すること ※布設延長が長い場合は、布設位置が確認できるよう

に表示し、撮影箇所も増やすこと
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(２)-2 工事写真(新設工事の予定栓以降)

③耐圧試験状況

※現地検査にて実施する場合は写真不要。

※改造工事においては配管工事を伴う場合、耐圧試験を行うこと。

なお、現場状況により試験が行えない場合は、市に報告のこと。
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(２)-3 工事写真(新設工事の予定栓以降)

④自圧測定状況

全景写真 接写写真

※現地検査で実施する場合は、写真不要。

戸別減圧弁設置の際は、減圧前と減圧後の写真が必要。 １６



(２)-4 工事写真(新設工事の予定栓以降)

⑤ヘッダー設置状況（給水ヘッダーを設置した場合）

・施工した全箇所の写真
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(２)-5 工事写真(撤去工事の場合)

①分水止め、キャップ止め完了状況 ②埋戻完了状況(現地検査を実施しない場合)

・分水栓閉栓キャップが写るようにすること ・埋め戻し完了写真は、施工した全箇所

③止水栓オフセット測定状況(現地検査を実施しない場合)

３点全景、接写各１枚以上
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(２)-6 工事写真(分岐工事の場合)

①穿孔状況（１枚以上）

②コア取付け状況（施工前、後、各１枚）

挿入前 挿入後
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(２)-7 工事写真(分岐工事の場合)

③分水時の耐圧試験状況

全景写真 接写写真
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(２)-8 工事写真(分岐工事の場合)

④自圧測定写真

全景写真 接写写真
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(２)-9 工事写真(分岐工事の場合)

⑤フィルム取り付け完了写真

２２



（３）給水装置の誤接続対策

〇厚生労働省事務連絡(平成20年7月22日)

「給水装置工事における誤接続防止について」

有害物質や汚染水が給水栓から流出するといった事故は
絶対に起こしてはならない。

・水質汚染等危険性の高い施設(業種)への立入検査
・給水装置工事における誤接続防止対策のための意識啓発
・残留塩素量の確認を徹底

防止策の徹底

【事故事例】

・他の水管との誤接合 ・温泉水の施設との誤接合

・工業用水道との誤接合

・水道水に冷却水（油分を含む）が混入

する事故

・専用水道との誤接合 等

【事故事例掲載箇所】

公益財団法人給水工事技術振興財団HP→関連資料
→給水装置の事故事例に学ぶ

公益財団法人給水工事技術振興財団のホームページ
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(３)-１ 分岐穿孔後の残留塩素の確認について

①採水状況写真 ②測定結果写真

分岐立会がある場合、お客様センターで測定。

分岐立会が無い場合、①②の写真を竣工検査時に提出。

※承認証の施工条件欄 分岐工事立会有・無のスタンプを確認願います。
引用 公益財団法人 日本水道協会『指定給水装置工事事業者研修テキスト

2024』、2024版、P49、図4-1-1

立会の条件 市外指定給水装置工事事業者 全件立会

市内指定給水装置工事事業者 30mm以上の分岐
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（４）現地での検査事項

その他

・メーター番号が市から出庫したものと合致しているか

・メーター方向等設置が適切か

・計測した自圧が所定の条件を満たしているか

（※減圧弁の設置）

・残留塩素が0.1mg/L以上検出されるか

・止水栓の開閉操作ができるか

・自家水を併用している場合、市水道と接合されていないか

（※クロスコネクション）
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クロスコネクションの禁止
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